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ョ
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旨

本
法
律
案
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お
け
る
良
好

な
居
住
環
境
の
確
保
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
の
円
滑
化
等
に
関
す
る
基
本
方
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
。

二
、
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
え
を
行
う
旨
の
合
意
を
し
た
者
は
、
法
人
格
を

有
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
の
施
行
者
が
定
め
た
権
利
変
換
計
画
に
基
づ
き
区
分
所
有
権
、
抵
当
権
等
の
関
係
権
利
を
再
建
マ

ン
シ
ョ
ン
に
移
行
さ
せ
る
。

四
、
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
事
業
の
施
行
者
並
び
に
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
建
替
事
業
を
施
行
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
居
住
し
て

い
た
賃
借
人
及
び
転
出
区
分
所
有
者
の
居
住
の
安
定
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
。

五
、
市
町
村
長
は
、
保
安
上
危
険
又
は
衛
生
上
有
害
な
状
況
に
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
区
分
所
有
者
に
対
し
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン

の
建
替
え
を
行
う
べ
き
こ
と
を
勧
告
で
き
る
。
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六
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


